
石垣市子育て支援員研修
受講生募集

受講料

地域の子育て支援を担う人材を確保するため、子育て分野に必要な知識と技能を習得した「子育て支援員」を養成
する研修を実施します。受講修了者は、全国共通の子育て支援員として認定されます。（国家資格ではありません。）
資格保有の有無を問わず、一般の方も受講可能です。

無料

令和７年度令和７年度

石垣市に在住・在勤・在学の方で、地域において

子育て支援の仕事に関心を持ち、子育て支援分野の各事業等に

従事することを希望する方、又は子育て支援の現場に従事され

ている方が対象です。（年齢・保有資格による制限はありません。）

募集概要

定員40名

※1　見学実習についての詳細は、研修期間内にお知らせいたします。情勢等により、見学実習に代わる「講義・演習を実施する可能性
があります。
※2　地域子育て支援コース　利用者支援事業・基本型は、相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする市町村長が認めた事業や
業務（例：地域子育て支援拠点事業、保育所における主任保育士業務等）に1年以上の実務経験を有している必要があります。

お問い合わせ

石垣市子育て支援員研修事務局 電話　092-262-2880 平日 10:00〜18:00

（株）テノ．コーポレーション Eメール　tenoschool@teno-corporation.co.jp

お申込み方法については裏面をご覧ください

ただし、テキスト代、インターネット通信費

（リモートに関する費用を含む）、

交通費等は自己負担です。

分野 事業内容 基本研修 専門研修

地域保育　　
コース

地域型保育

保育所等における保育従事者（保育士
以外）、家庭的保育補助者のためのコ
ースです。研修終了後は、下記のよう
な施設で従事することができます。
・保育所、認定こども園　　　
・小規模保育事業
・家庭的保育事業
・事業所内保育事業など　

8科目　
（8時間）

共通科目　
11科目

（14時間）

６科目（6.5時間
＋見学実習　　
2日間）※1

一時預かり

家庭において保育を受けることが一時
的に困難となった乳幼児を認定こども
園・幼稚園・保育所等で一時的に預か
る事業の保育従事者として勤務する方
向けのコースです。

６科目（6.5時間
＋見学実習　　
2日間）※1

地域子育て　
支援コース

利用者支援事業・
基本型※２

公共施設等の身近な場所で、子育てに
ついての相談や情報提供、その他の援
助を行ったり、親子の交流の場を設け
たりすることで、地域の子育て支援機
能の充実を図る事業で勤務する方向け
のコースです。

9科目（事前学習8時間+8時間
+地域資源の見学8時間）

利用者支援事業・
特定型

子育て家庭のニーズを把握し、地域の
保育施設の情報提供や、相談等の支援
を行う事業で勤務する方向けのコース
です。

5科目（5.5時間）



 受講期間：11月1日(土)～12月26日(金)
　パソコンやタブレット等でインターネット環境のもと受講する通信教育システムです。
　期間内であれば24時間受講が可能です。
・お持ちのパソコンやネットワークに必要な環境を満たしているか、ご確認ください。
・受講の際は、Wifi環境下、通信制限の発生しない環境でのご利用をお勧めします。

一部の科目については、指定した日時に研修会場にて実施します。※各2時間程度の開催
　実施予定日：
【総合演習】11月8日(土)、　【心肺蘇生法】11月22日(土)、　【グループ討議】12月6日(土)

専門研修は、指定した日時に研修会場にて実施します。
　実施予定日：
 【利用者支援事業・基本型】1月10日(土)、1月11日(日) 
 【利用者支援事業・特定型】1月10日(土) 
　※1月10日(土)は２コース同時に実施いたします。

電話　092-262-2880

eラーニング

お問い合わせ

石垣市子育て支援員研修事務局
平日 10:00〜18:00

（株）テノ．コーポレーション

Eメール　tenoschool@teno-corporation.co.jp

お申込み方法

お申込み期限　　　　　10月13日(月・祝)　17時必着
WEBによる申し込みです。下記URLまたは二次元コードより申込フォームにアクセスし、必要事項をご入力の上

お申込みください。

対面研修
【地域保育コース】

【地域子育て支援コース】対面研修

研修実施方法 eラーニングでの研修と対面方式の実技演習を組み合わせて実施します。
日程は変更になる可能性があります。
詳細な日程や会場は、受講決定通知書にてお知らせします。

お申込みフォームURL:　https://forms.gle/P3zgJzdtAFSFbcom6

研修受講から子育て支援員になるまで

お申込みフォーム
へアクセスし送信

受講決定通知書の
発行、メールでの
送付（10月中旬）

テキスト代の
お振込み

テキスト発送

研修受講開始
受講完了

子育て支援員
として認定

ご質問はＬＩＮＥからも受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。

/　　二次元コード：


